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答申 

 

１ 審議会の結論 

  福岡県知事（以下「実施機関」という。）が、平成２９年１１月２日２９田保福第２４６

７３号で行った個人情報部分開示決定（以下「本件決定」という。）において不開示とした

情報のうち、別表１の「開示妥当と判断した部分」は、開示すべきであるが、その他の部分

については不開示が妥当である。 

 

２ 審査請求に係る対象個人情報の開示決定状況 

 (1) 審査請求に係る対象個人情報 

審査請求に係る対象個人情報（以下「本件個人情報」という。）は、「措置入院者の定  

期病状報告書」、「措置入院者の症状消退届」、「精神保健福祉相談記録」、「精神保健 

福祉法に基づく事前調査票」、「措置入院患者措置解除調書」、「２４条通報による対応 

経過」、「受け入れ病院、指定医の依頼連絡票」、「措置入院決定通知書（様式７号の 

２）」、「措置入院決定通知書（様式７号の４）」、「措置入院のための移送に関する移 

送記録票」、「措置入院のための移送に関する診察記録票」、「入院後３か月経過した措 

置入院者の現地診察の実施について（通知）」、「措置入院者に対する診察指定医の意見 

（指定医記入前）」、「精神保健福祉法に基づく精神保健指定医による診察の実施につい 

て」、「入院後３か月経過した措置入院者の現地診察に係る資料について（送付）」、 

「患者の情報提供について（事例紹介）」に記載された審査請求人の個人情報である。 

 (2) 本件個人情報の開示決定状況 

実施機関は、福岡県個人情報保護条例（平成１６年福岡県条例第５７号。以下「条例」 

という。）第１７条第１項の規定により、本件個人情報のうち、別表２記載の「不開示 

とした情報」欄のそれぞれの情報について、条例第１４条第１項第１号、４号又は５号に 

該当するとして不開示とし、その余の部分は開示している。 

 

３ 審査請求の趣旨及び経過 

 (1) 審査請求の趣旨 

   審査請求の趣旨は、実施機関が行った本件決定を取り消し、全開示を求めるというもの

である。 

 (2) 審査請求の経過 

ア 審査請求人は、平成２９年１０月３日付けで、実施機関に対し、条例第１３条第１項

の規定により、本件個人情報の開示請求を行った。 
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イ 実施機関は、平成２９年１１月２日付けで、本件決定を行い、その旨を審査請求人に

通知した。 

ウ 審査請求人は、平成２９年１１月４日付けで、本件決定を不服として、実施機関に対

し、審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

エ 実施機関は、平成２９年１２月１９日付けで、福岡県個人情報保護審議会に諮問し

た。 

 

４ 審査請求人の主張要旨 

  審査請求人の主張を要約すると、次のとおりである。 

実施機関と各機関との間で正当なやり取りがなされていたか疑問に思うため、本件決定の

取消しを求める。 

 

５ 実施機関の説明要旨 

  実施機関が本件決定を行った理由は、別表２の「不開示とした理由」欄記載のとおりで

ある。 

 

６ 審議会の判断 

(1) 本件個人情報の性格及び内容について 

当審議会において本件個人情報を見分したところ、本件個人情報は、全て当審議会の過

去の答申（別表２の「過去の答申」欄記載のとおり。以下「過去の答申」という。）にお

いて審査対象となっており、その性格及び内容は、過去の答申で判断したとおりの性格及

び内容である（別表２の「本件個人情報の性格及び内容」欄記載のとおり）。 

 (2) 本件個人情報の条例第１４条第１項第１号・第４号・第５号該当性について 

当審議会において、本件個人情報を見分したところ、本件個人情報は、全て過去の答申

の審査請求に係る対象個人情報に含まれていることが確認できた。また、これら過去の答

申に係る審査請求人は、本件審査請求における審査請求人と同一人物であることも確認し

た。さらに、実施機関が本件決定において不開示とした部分については、これら過去の答

申における判断（別表２の「答申での判断」欄記載のとおり）を変更すべき特段の事情の

変化も認められない。 

以上を勘案すると、本件個人情報のうち実施機関が不開示とした部分は、別表１の「開

示妥当と判断した部分」に記載された部分を除き、いずれも過去の答申と同じ理由によ

り、条例第１４条第１項第１号・第４号・第５号に該当すると判断される。 

また、「措置入院者の定期病状報告書」の「管理者名」欄に記載された管理者の氏名及

び「本報告に係る診察年月日」欄に記載された情報、「措置入院者の症状消退届」の「管
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理者名」の欄に記載された管理者の氏名、別表１の「精神保健福祉相談記録」の「開示妥

当と判断した部分」、「措置入院のための移送に関する移送記録票」の「同行者の氏名」

欄の１行目に記載された関係機関の部署名、「患者の情報提供について（事例紹介）」の

「日付 相談者」の列「H28.4.14」の行に記載された個人に関する情報及び「日付 相談

者」の列「H28.4.14」に係る「状況」の欄に記載された個人に関する情報については、過

去の答申と同じ理由により、条例第１４条第１項第１号・第５号に該当しないと判断され

る。  

 

以上の理由により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 



別表１

本件個人情報 開示妥当と判断した部分 過去の答申

「管理者名」欄に記載された管理者の氏名

「本報告に係る診察年月日」欄に記載され
た情報

「措置入院者の症状消
退届」

「管理者名」の欄に記載された管理者の氏
名

第４４号

１枚目の「援助方法」欄における１３行目
に記載された関係機関の部署名

２枚目の「援助方法」欄における１・５行
目に記載された関係機関の部署名

４枚目の「援助方法」欄における７行目に
記載された関係機関の部署名

５枚目の「援助方法」欄における１・９・
１３・２７行目に記載された関係機関の部
署名

６枚目の「援助方法」欄における５行目に
記載された関係機関の部署名

６枚目の「援助方法」欄における２７行目
前段に記載された個人に関する情報

６枚目の「援助方法」欄における２６・２
７行目後段・２８行目に記載された個人に
関する情報

８枚目の「援助方法」欄における１行目に
記載された関係機関の部署名

１０枚目の「援助方法」欄における１・
３・４・１５・１６・１９・２７行目に記
載された関係機関の部署名

１０枚目の「援助方法」欄における２１行
目に記載された関係機関の連絡先

１５枚目の「日付　対応者」の列
「H28.6.16 9:25～9:40」「H28.6.16
12:25」「H28.6.16 12:45」「H28.6.16
13:20」に係る「対応内容」欄の各１行目
に記載された実施機関の職員の対応に関す
る情報

「措置入院者の定期病
状報告書」

第１０２号

「精神保健福祉相談記
録」

第１００号



別表１

本件個人情報 開示妥当と判断した部分 過去の答申

１８枚目の「日付　対応者」の列
「H28.6.27 10：00」に係る「対応内容」
欄の１行目に記載された実施機関の職員の
対応に関する情報

２６枚目の「H28.6.13」に係る１９行目に
記載された実施機関の職員の対応に関する
情報

３０枚目の「年月日」の列「10/3」に係る
「実施内容・考察・問題点・方針」欄の２
８行目後段に記載された実施機関の職員の
対応に関する情報

３６枚目の「年月日」の列「H28.10.27」
に係る「実施内容・考察・問題点・方針」
欄の２０行目後段に記載された実施機関の
職員の対応に関する情報

３９枚目の「年月日」の列「H28.11.9」に
係る「実施内容・考察・問題点・方針」欄
の１１行目に記載された実施機関の職員の
対応に関する情報

４０枚目の「援助方法」欄における５行目
に記載された関係機関の部署名

４５枚目の「援助方法」欄における１３行
目に記載された関係機関の部署名

５２枚目の「援助方法」欄における１０・
１１・２３行目に記載された関係機関の部
署名

「措置入院のための移
送に関する移送記録
票」

「同行者の氏名」欄の１行目に記載された
関係機関の部署名

「日付　相談者」の列「H28.4.14」の行に
記載された個人に関する情報

「日付　相談者」の列「H28.4.14」に係る
「状況」の欄に記載された個人に関する情
報

「患者の情報提供につ
いて（事例紹介）」

第１００号

第１０２号

「精神保健福祉相談記
録」



別表２

本件個人情報 不開示とした情報 該当号 不開示とした理由 過去の答申
本件個人情報の
性格及び内容

答申での判断

管理者名及び印影、精神保健指定
医氏名

第１号

　病院管理者の氏名及び印影、指定医の氏名については、審査請求人以外の個人に関する情報である。精神科病院の管理者は、法第38条
の2により、都道府県知事に「措置入院者の定期病状報告書」の提出が義務付けられている。また、報告を受けた都道府県知事は、法第38
条の3により、精神医療審査会に通知し、入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならないことが規定されており、「措置入
院者の定期病状報告書」に記載された内容が、措置入院が継続になるか否かに関わってくる。措置入院は本人の意に反して行われた行政
処分であることから、本人が措置入院が継続される場合の不満や、診察した指定医や病院管理者に対する不信感を抱くおそれがある。
よって、これらの情報を開示することにより、診療内容の真偽や詳細を確かめるため、指定医や病院管理者の日常生活に支障を来すよう
な行為がなされることが否定できず、指定医及び病院管理者の正当な利益を害するおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第1
号に該当するとして不開示とした。

答申第１０２号
６(4)イ(ｱ)
記載のとおり

病名・生活歴及び現病歴・過去３
か月間の治療の内容とその結果・
今後の治療方針・処遇、看護及び
指導の現状・重大な問題行動・現
在の精神症状、その他の重要な症
状、問題行動等、現状の状態像・
診察時の特記事項・本報告に係る
診察年月日

第５号

　精神科病院の管理者は、法第38条の2により、都道府県知事に「措置入院者の定期病状報告書」の提出が義務付けられている。また、報
告を受けた都道府県知事は、法第38条の3により、精神医療審査会に通知し、入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならな
いことが規定されており、「措置入院者の定期病状報告書」に記載された内容が、措置入院が継続になるか否かに関わってくる。措置入
院は本人の意に反して行われた行政処分であることから、本人の認識と診断結果に相違を生じる可能性がある。よって、これらの情報を
開示することにより、当該報告書を作成する病院管理者や指定医が、本人の反応等に配慮して記載を簡略化したり正確に記載することを
躊躇するなど、診断内容の形骸化をもたらし、措置入院制度の適正な執行を著しく困難にするおそれがあるため、条例第14条第1項第5号
に該当するとして不開示とした。

答申第１０２号
６(6)イ(ｱ)
記載のとおり

管理者名及び印影・診察した精神
保健指定医氏名

第１号

　当該病院管理者の氏名及び印影、精神保健指定医の氏名については、審査請求人以外の個人に関する情報である。措置入院は本人の意
に反して行われた行政処分であるため、審査請求人は、当該病院管理者や指定医に対する不満や不信感を抱いているおそれがある。よっ
て、これらの情報を開示することにより、診療内容の真偽や詳細を確かめるため、当該病院管理者や指定医の日常生活に支障を来すよう
な行為がなされることが否定できず、当該病院管理者や指定医の正当な利益を害するおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第
1号に該当するとして不開示とした。

答申第４４号
６(2)イ(ｷ)
記載のとおり

病名・入院以降の症状又は状態像
の経過・措置解除後の処置に関す
る意見が記載された情報

第５号

　診察を行った指定医の診断内容等については、措置入院が本人の意に反して行われた行政処分であることから、審査請求人は、本人の
認識と記載された診断内容等に相違が生じてるとして、診察をした指定医や診断内容等を県知事あてに届け出ることとされている病院管
理者に対して、不満や不信感を抱くおそれがある。よって、これらの情報を開示することにより、診察する指定医や病院管理者が、本人
の反応等に配慮して記載を簡略化したり正確に記載することを躊躇するなど、診断内容の形骸化をもたらし、措置入院制度の適正な執行
を著しく困難にするおそれがあるため、条例第14条第1項第5号に該当するとして不開示とした。

答申第４４号
６(4)イ(ｷ)
記載のとおり

連絡先 第１号
　措置入院は本人の意に反して行われた行政処分であることから、これらの情報を開示することにより、審査請求人が記載内容を確かめ
るため、当該個人の日常生活に支障を来すような行為がなされることが否定できず、当該個人の正当な利益を害するおそれがあると認め
られるため、条例第14条第1項第1号に該当するとして不開示とした。

答申第１００号
６(4)イ(ｲ)
記載のとおり

対応者 第４号

　審査請求人は職員に対し措置入院に関する不満や不信感を抱くおそれがあるため、これらの情報を開示することにより、記載した職員
に対し、記載内容の真意や詳細等を確かめるために、職務の妨害となるような行為が行われることが予想され、精神保健福祉業務の適正
な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第4号に該当し不開示とした。

答申第１００号
６(5)イ(ｱ)
記載のとおり

実施内容・方針等 第５号

　審査請求人に関して行った相談、面接、電話等の内容、支援方針に係る評価及び判断、支援方針等を協議した内容等が記載されてい
る。精神保健福祉相談業務を行う上で、支援対象者の社会復帰を支援するためには、客観的かつ具体的な情報を基に支援方針をたて対応
することが求めらている。よって、これらの情報を開示することにより、支援対象者の反応等に配慮して記載を簡略化したり正確に記載
することを躊躇するなど、記載内容の形骸化をもたらし、精神保健福祉相談業務の適正な執行を著しく困難にするおそれがあるため、条
例第14条第1項第5号に該当し不開示とした。

答申第１００号
６(6)イ(ｲ)
記載のとおり

調査員職氏名 第４号

　調査を担当した職員の氏名については、措置入院が本人の意に反して行われた行政処分であることから、審査請求人は、本人の認識と
調査結果に相違が生じているとして、当該職員に対して、不満や不信感を抱くおそれがある。よって、これらの情報を開示することによ
り、記載内容の真意や詳細等を確かめるために、職員に対する職務の妨害となるような行為が行われることが予想され、調査等事業の適
正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第4号に該当し不開示とした。

答申第４４号
６(3)イ(ｱ)
記載のとおり

申請・通報・届出に至る経緯等、
調査時の状況、事前調査の総合判
定<理由等>

第５号

　法第24条の通報が発出された際に保健福祉事務所が事前調査を行った内容等については、措置入院が本人の意に反して行われた行政処
分であることから、審査請求人は、本人の認識と調査結果に相違が生じているとして、当該保健福祉事務所の職員に対して、不満や不信
感を抱くおそれがある。よって、これらの情報を開示することにより、当該調査票を作成する職員が、本人の反応等に配慮して記載を簡
略化したり正確に記載することを躊躇するなど、記載内容の形骸化をもたらし、措置入院制度の適正な執行を著しく困難にするおそれが
あるため、条例第14条第1項第5号に該当するとして不開示とした。

答申第４４号
６(4)イ(ｳ)
記載のとおり

答申第４４号
答申第４４号
６(1)コ
記載のとおり

「措置入院者の症状消退届」

答申第４４号
６(1)ウ
記載のとおり

答申第４４号
「精神保健法に基づく事前調査
票」

「措置入院者の定期病状報告書」 答申第１０２号
答申第１０２号
６(2)ア
記載のとおり

「精神保健福祉相談記録」 答申第１００号
答申第１００号
６(2)イ
記載のとおり



別表２

本件個人情報 不開示とした情報 該当号 不開示とした理由 過去の答申
本件個人情報の
性格及び内容

答申での判断

担当保健等 第４号

　措置入院解除調査は、病院管理者から「措置入院患者の症状消退届」が提出された場合に、その内容について主治医や関係職員、本人
等から聴取し、作成するものである。措置入院は、本人の意に反して行われた行政処分であることから、措置入院に関する不満から本人
の認識と記載内容に相違を生じる可能性がある。記載内容の真意や詳細等を確かめるために、その者に対する職務の妨害となるような行
為が行われることが予想され、当該事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第4号に該当する
として不開示とした。

答申第１０２号
６(5)イ(ｲ)
記載のとおり

診断名・事項・解除前の面接・今
後の対応等

第５号

　措置入院解除調査は、病院管理者から「措置入院患者の症状消退届」が提出された場合に、措置入院の解除を決定を判断するために、
その内容について主治医や関係職員及び本人等から聴取の上作成するものである。措置入院は、本人の意に反して行われた行政処分であ
ることから、措置入院に関する不満から本人の認識と記載内容に相違を生じる可能性がある。そのため、これらの情報を開示することに
より、当該調書を作成する職員が、本人の反応等に配慮して記載を簡略化したり正確に記載することを躊躇するなど、記載内容の形骸化
をもたらし、措置入院制度の適正な執行を著しく困難にするおそれがあるため、条例第14条第1項第5号に該当するとして不開示とした。

答申第１０２号
６(6)イ(ｳ)
記載のとおり

措置診察を行った精神保健指定医
の氏名及び所属機関

第１号

　法27条の規定による診察を行った精神保健指定医の氏名及びその所属する機関については、審査請求人以外の個人に関する情報であ
る。措置入院は本人の意に反して行われた行政処分であるため、審査請求人は、措置入院に関する不満や、診察した指定医に対する不信
感を抱くおそれがある。よって、これらの情報を開示することにより、診療内容の真偽や詳細を確かめるため、指定医の日常生活に支障
を来すような行為がなされることが否定できず、指定医の正当な利益を害するおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第1号に
該当するとして不開示とした。

答申第４４号
６(2)イ(ｱ)
記載のとおり

病名 第５号

　法第27条の規定による診察を行った指定医が診断した病名の情報については、措置入院が本人の意に反して行われた行政処分であるこ
とから、審査請求人は、本人の認識と記載内容に相違が生じているとして、当該指定医に対して、不満や不信感を抱くおそれがある。
よって、これらの情報を開示することにより、当該診断を行う指定医が、本人の反応等に配慮して記載を簡略化したり正確に記載するこ
とを躊躇するなど、記載内容の形骸化をもたらし、措置入院制度の適正な執行を著しく困難にするおそれがあるため、条例第14条第1項第
5号に該当するとして不開示とした。

答申第４４号
６(4)イ(ｲ)
記載のとおり

「受け入れ病院、指定医の依頼連
絡票」

機関名、連絡内容、対応者名等 第５号

　措置入院の制度は、精神科病院の協力を得て遂行されるものであるが、措置入院は、本人の意に反して行われた行政処分であることか
ら、指定医や受入れ病院の選定に不信感を抱くおそれがある。よって、これらの情報を開示することにより、本人が記載された機関に対
して記載内容を確かめようと業務の妨げになる行為をするおそれがあり、その結果、指定医や精神科病院との信用を損ない、指定医や精
神科病院の選定を適切に行うことができなくなる等、措置入院制度の適正な執行を著しく難にするおそれがあるため、条例第14条第1項第
5号に該当するとして不開示とした。

答申第１０２号
答申第１０２号
６(2)エ
記載のとおり

答申第１０２号
６(5)イ(ｸ)
記載のとおり

「措置入院決定通知書（様式7号
の2）」

病名 第５号

　法第27条の規定による診察を行った指定医が診断した病名の情報については、措置入院が本人の意に反して行われた行政処分であるこ
とから、審査請求人は、本人の認識と記載内容に相違が生じているとして、当該指定医に対して、不満や不信感を抱くおそれがある。
よって、これらの情報を開示することにより、当該診断を行う指定医が、本人の反応等に配慮して記載を簡略化したり正確に記載するこ
とを躊躇するなど、記載内容の形骸化をもたらし、措置入院制度の適正な執行を著しく困難にするおそれがあるため、条例第14条第1項第
5号に該当するとして不開示とした。

答申第４４号
答申第４４号
６(1)ア
記載のとおり

答申第４４号
６(4)イ(ｱ)
記載のとおり

「措置入院決定通知書（様式7号
の4）」

病名 第５号

　法第27条の規定による診察を行った指定医が診断した病名の情報については、措置入院が本人の意に反して行われた行政処分であるこ
とから、審査請求人は、本人の認識と記載内容に相違が生じているとして、当該指定医に対して、不満や不信感を抱くおそれがある。
よって、これらの情報を開示することにより、当該診断を行う指定医が、本人の反応等に配慮して記載を簡略化したり正確に記載するこ
とを躊躇するなど、記載内容の形骸化をもたらし、措置入院制度の適正な執行を著しく困難にするおそれがあるため、条例第14条第1項第
5号に該当するとして不開示とした。

答申第４４号
答申第４４号
６(1)ア
記載のとおり

答申第４４号
６(4)イ(ｱ)
記載のとおり

同行者の氏名 第１号
　措置入院は本人の意に反して行われた行政処分であるため、本人が措置入院の移送に関わった者へ不満や不信感を抱くおそれがある。
よって、これらの情報を開示することにより、内容を確かめるために、同行者の日常生活に支障を来すような行為がなされることが否定
できず、同行者の正当な利益を害するおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第1号に該当し不開示としたものである。

答申第１０２号
６(4)イ(ｴ)
記載のとおり

同行者の氏名
記録者の氏名

第４号

　措置入院は本人の意に反して行われた行政処分意に反して行われた行政処分であるため、本人が措置入院の移送に関わった者へ不満や
不信感を抱くおそれがある。よって、これらの情報を開示することにより内容を確かめるために、その者に対する職務の妨害となるよう
な行為が行われることが予想され、当該事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第4号に該当
するとして不開示とした。

答申第１０２号
６(5)イ(ｳ)
記載のとおり

「措置入院のための移送に関する
診察記録票」

指定医の氏名 第１号

　法27条の規定による診察を行った指定医の氏名及びその所属する機関については、審査請求人以外の個人に関する情報である。措置入
院は本人の意に反して行われた行政処分であるため、審査請求人は、措置入院に関する不満や、診察した指定医に対する不信感を抱くお
それがある。よって、これらの情報を開示することにより、診療内容の真偽や詳細を確かめるため、指定医の日常生活に支障を来すよう
な行為がなされることが否定できず、指定医の正当な利益を害するおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第1号に該当すると
して不開示とした。

答申第４４号
答申第４４号
６(1)カ
記載のとおり

答申第４４号
６(2)イ(ｳ)
記載のとおり

答申第４４号
答申第４４号
６(1)イ
記載のとおり

答申第１０２号
答申第１０２号
６(2)ウ
記載のとおり

「２４条通報による対応経過」

「措置入院のための移送に関する
移送記録票」

「措置入院患者措置解除調書」

答申第１０２号
答申第１０２号
６(2)オ
記載のとおり



別表２

本件個人情報 不開示とした情報 該当号 不開示とした理由 過去の答申
本件個人情報の
性格及び内容

答申での判断

指定医氏名及び所属機関名 第１号

　措置入院は本人の意に反して行われた行政処分であるため、本人が措置入院に関する不満や、指定医に対する不信感を抱くおそれがあ
る。よって、これらの情報を開示することにより、診断内容の真為や詳細を確かめるため、指定医の日常生活に支障を来すような行為が
なされることが否定できず、指定医の正当な利益を害するおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第1号に該当し不開示とし
た。

答申第１０２号
６(4)イ(ｵ)
記載のとおり

お問い合わせ先 第４号
　措置入院は本人の意に反して行われた行政処分であることから、措置入院に関する不満や不信感を抱くおそれがある。よって、これら
の情報を開示することにより、本人が措置入院に関する内容を確かめるために、その者に対する職務の妨害となるような行為が行われる
ことが予想され、当該事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第4号に該当し不開示とした。

答申第１０２号
６(5)イ(ｴ)
記載のとおり

「措置入院者に対する診察指定医
の意見（指定医記入前）」

診断名及び措置症状の有無等を含
めた現在の状態

第５号

　病院で診断された診断名及び措置症状の有無等を含めた現在の状態については、措置入院が本人の意に反して行われた行政処分である
ことから、審査請求人は、本人の認識と記載内容に相違が生じているとして、当該診断を行った者や当該診断名を県知事あてに届け出る
こととされている病院管理者に対して、不満や不信感を抱くおそれがある。よって、これらの情報を開示することにより、当該診断を行
う者や病院管理者が、本人の反応等に配慮して記載を簡略化したり正確に記載することを躊躇するなど、記載内容の形骸化をもたらし、
措置入院制度の適正な執行を著しく困難にするおそれがあるため、条例第14条第1項第5号に該当するとして不開示とした。

答申第４２号
答申第４２号
６(1)
記載のとおり

答申第４２号
６(3)イ
記載のとおり

「精神保健福祉法に基づく精神保
健指定医による診察の実施につい
て」

職員名 第４号
　措置入院は本人の意に反して行われた行政処分であることから、措置入院に関する不満や不信感を抱くおそれがある。よって、これら
の情報を開示することにより、本人が措置入院に関する内容を確かめるために、その者に対する職務の妨害となるような行為が行われる
ことが予想され、当該事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第4号に該当し不開示とした。

答申第１０２号
答申第１０２号
６(2)キ
記載のとおり

答申第１０２号
６(5)イ(ｵ)
記載のとおり

宛名 第１号

　措置入院は本人の意に反して行われた行政処分であることから、措置入院に関する不満を抱くおそれがある。よって、これらの情報を
開示することにより、本人が、指定医に対する不信感を抱き、診断内容の真為や詳細を確かめるため、指定医の日常生活に支障を来すよ
うな行為がなされることが否定できず、指定医の正当な利益を害するおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第1号に該当する
として不開示とした。

答申第１０２号
６(4)イ(ｶ)
記載のとおり

職員名 第４号

　措置入院は本人の意に反して行われた行政処分であることから、措置入院に関する不満や不信感を抱くおそれがある。よって、これら
の情報を開示することにより、本人が措置入院に関する内容を確かめるために、その者に対する職務の妨害となるような行為が行われる
ことが予想され、当該事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第4号に該当するとして不開示
とした。

答申第１０２号
６(5)イ(ｶ)
記載のとおり

対応経過まとめのうち第三者の情報第１号

　措置入院は本人の意に反して行われた行政処分であることから、措置入院に関する不満を抱くおそれがある。よって、これらの情報を
開示することにより、本人が、当該個人（第三者）に対する不信感を抱き、当該文書の記載内容を確かめるため、当該個の日常生活に支
障を来すような行為がなされることが否定できず、当該個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるため、条例第14条第1項第1
号に該当し不開示とした。

答申第１０２号
６(4)イ(ｷ)
記載のとおり

概要・生活歴・家族関係・対応経
過のまとめ・措置解除後の状況・
措置解除後の当所の対応方針・現
在の対応状況

第５号
　措置入院は本人の意に反して行われた行政処分であることから、本人の認識と記載内容に相違を生じる可能性がある。よって、これら
の情報を開示することにより、本人の反応等に配慮して記載を簡略化したり正確に記載することを躊躇するなど、記載内容の形骸化をも
たらし、措置入院制度の適正な執行を著しく困難にするおそれがあるため、条例第14条第1項第5号に該当し不開示とした。

答申第１０２号
６(6)イ(ｵ)
記載のとおり

「患者の情報提供について（事例
紹介）」

答申第１０２号
答申第１０２号
６(2)ケ
記載のとおり

「入院後3か月経過した現地診察
に係る資料について（送付）」

答申第１０２号
答申第１０２号
６(2)ク
記載のとおり

「入院後３か月経過した措置入院
者の現地診察の実施について（通
知）」

答申第１０２号
答申第１０２号
６(2)カ
記載のとおり


